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 畜産;鳥,魚,昆虫の飼育;漁業;他に分
類されない動物の飼育または繁殖;新
規な動物  

注 

このサブクラスは以下のものを包含する:  

―全動物の世話,養殖または飼育のための設備,または他の箇

所,例.搾乳 A01J,動物の装蹄 A01L,獣医用器具 A61D,ばん馬具

に関連して用いる器具 B68B,に分類されるものを除いて動物

から生産物を得るための設備  

―動物繁殖の方法または新規な動物[5]  

サブクラス内の索引 

畜産一般,特に家畜の飼育 ..............................  

飼育設備,給餌または給水装置 1/00-9/00 ................  

飼育;口輪;ひき綱 15/00;25/00;27/00 ...................  

標識;訓律具 11/00;13/00 ..............................  

毛の刈込み 14/00 .....................................  

他の装置 17/00-23/00;29/00 ...........................  

鳥類飼育;卵 ..........................................  

飼育設備,給餌または給水具 31/00,39/00 ................  

標識 35/00 ...........................................  

他の装置 33/00,37/00,41/00,43/00,45/00 ...............  

養蜂 ................................................  

飼育設備,給餌または給水具 47/00,53/00 ................  

他の装置 49/00,51/00,55/00,57/00,59/00 ...............  

養魚 61/00,63/00 .....................................  

他の飼育または繁殖,新規な動物 67/00 ..................  

網による漁 69/00-75/00 ...............................  

魚釣 ................................................  

釣竿;リ－ル 87/00;89/00 ..............................  

釣糸;その付属品 91/00;83/00,85/00,93/00,95/00 ........  

付属品 97/00 .........................................  

他の漁撈 69/00,77/00-81/00,99/00 .....................  

 

畜産一般,特に放畜業  

 

1/00 畜舎;そのための施設  

A 家畜の飼育  

B ・牛舎,牛房  

C ・舎内の環境調節（除臭は A01K1/035＠D）  

D ・・暖冷房  

E ・・・舎内の一部の暖冷房をするもの,例.

新生豚用  

F ・・送風・換気に関するもの（F24F 参照）  

Z その他のもの  

1/01 ・糞尿の除去（A01K1/015 が優先）[2]  

A けん引によるもの  

B ベルトによるもの  

C 水洗によるもの  

D 自走機によるもの  

E 実験動物用畜舎に関するもの  

F 処理と結びついたもの等  

Z その他のもの  

801 ・・ペット用便器（携帯用便器は A01K23/00

＠B）  

801 A上下複数段の受け部を有するもの  

801 B吸収性シ－トのみを用いる薄型の受け部を

有するもの（A01K101,801＠C 優先）  

801 C縦型のもの,例.雄犬用  

801 D水洗式,人間用便器に取り付けるもの  

801 E載置された排泄物を移送する搬送部材を有

するもの  

801 F処理材中の糞を除去もしくは処理材を攪拌

する部材を有するもの,例.レ－キ,ふる

い等  

801 G付属品,付属構造に特徴のあるもの  

801 H・脱臭または換気を行うもの  

801 J・糞尿や処理材の飛散を防止するもの,例.

カバ－,足についた処理材を落とすマッ

ト等  

801 K・処理材を補充するためのもの  

801 L・ペット用便器に用いるスコップ  

801 Zその他のもの  

1/015 ・床覆い,例.寝床用シ－ツ[2]  

A マット  

D ・排泄物処理用以外のもの  

B 敷料  

C すのこに関するもの  

Z その他のもの  

1/02 ・豚舎,犬子屋,兎小屋または類似物  

A 豚舎,豚房  

B ・分娩房,幼豚飼育装置  

C 犬舎  

D 兎等の小屋  

E ペットサ－クル  

Z その他のもの  

1/03 ・・家畜または実験動物のための畜舎[2]  

A 実験動物用のもの  

B 小動物用のもの  

Z その他のもの  

1/035 ・・家畜を飼育するために用いる装置,例.

畜舎の付属品または犬用のベッド[2]  

A 畜舎・ケ－ジの扉・施錠装置  

B カ－テン・その開閉装置  

C 畜舎・ケ－ジの網戸及びその類似物  

D 畜舎・ケ－ジの除臭装置  

Z その他のもの  

1/04 ・けい留柱または類似物  

1/06 ・動物けい留具,例.端綱,留め木,頸木また

はけい留鎖  

1/062 ・・頸木[2]  

1/064 ・・けい留鎖[2]  

1/08 ・数匹の動物を一斉に放つための装置  

1/10 ・飼料だな  

1/12 ・搾乳場[2]  
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3/00 放牧装置,例.けい留用具;迷い家畜防止格

子;電気牧柵（電気牧柵用の電気回路また

は電気器具 H05C）  

5/00 家畜または猟鳥獣給餌具（A01K1/10が優先;

家禽用またはその他の鳥用の給餌具

A01K39/00）[2]  

A 飼料貯留部と飼料採食部とが一体なもの  

B ・飼料排出口の大きさを可変としたもの  

C ・ブリツジ防止手段をもつもの  

Z その他のもの  

5/01 ・給餌樋;給餌手桶[2]  

A 給飼桶・手桶  

B 給飼樋  

Z その他のもの  

5/015 ・岩塩支持具[2]  

5/02 ・自動機具  

7/00 家畜用または猟鳥獣用給水具  

7/02 ・自動機具  

7/04 ・・浮子により作動するもの[2]  

7/06 ・・家畜により作動するもの[2]  

A 家畜が弁を作動させるもの  

B ・水受皿を有するもの  

Z その他のもの  

9/00 幼家畜用授乳用具  

11/00 動物の標識付け（家禽またはその他の鳥の

標識付け A01K35/00）  

A 標識（センサは A01K29/00 優先）  

C ・耳標  

D ・電子的な手段を有するもの  

B 標識札取付用具または方法  

E 動物を識別する装置または方法  

Z その他のもの  

13/00 動物の手入れまたは管理用具,例.馬ぐし;

球節環;尾保定具（馬具の部品としての保

定具 B68B5/04）;かいば桶噛みつき防止

具;洗浄具;天候または昆虫に対する防護  

A 天候または昆虫に対する防護  

B ・雨覆い;日よけ  

C ・昆虫に対する防護  

D ・乳房カバ－  

H ・動物の体の主要部を覆う衣服  

J ・・付加的な機能を有するもの（防雨は

A01K13/00＠B,防虫は A01K13/00＠C）  

K ・動物用靴など特定部位を覆うもの（おむ

つカバ－は A01K23/00＠S）  

E 家畜用ブラシまたは櫛  

L ・ペットの抜け毛を収集するブラシその他

の用具  

F 家畜の洗浄または乾燥に関するもの  

M ・ペットの洗浄,乾燥または美容に関するも

の  

G 家畜の削蹄,爪切りまたは爪研ぎ（ペットが

自発的に爪を研ぐものは A01K15/02＠G）  

N エリザベスカラ－  

P 動物用歯磨き具  

Q 動物介護用具  

Z その他のもの  

14/00 生きている羊または類似の動物から毛を刈

込むもの（手持ちの複数の切刃をもつ刈

り道具または剃り道具で,動物,例.羊,の

毛を刈るために特別に適合されたもの

B26B19/24）[5]  

15/00 動物を飼いならすための用具,例.鼻環また

は足枷;動物しつけ用具一般;訓律具;し

ゃへい箱  

A 鼻環  

B 動物の案内・誘導に特徴のあるもの  

Z その他のもの  

15/02 ・訓律具または訓練具,例.動物用の迷路ま

たは迷宮（A01K15/04 が優先）[2]  

A 動物用玩具  

B ・噛み物  

C ・・食用のもの（A23K も付与）  

D 動物用遊具,例.キャットタワ－  

E 動物用運動装置  

F リハビリ等の補助具,例.車椅子  

G ペットが自発的に爪を研ぐ爪研ぎ具（人間

が研ぐものは A01K13/00＠G）  

H 吠えるのを防止する装置（口を押さえるも

のは A01K25/00）  

J 電気ショックを与えるもの  

Z その他のもの  

15/04 ・動きを阻止する装置;柵の通り抜けを防止

する装置[2]  

A 動きを阻止するもの（鳥類は A01K37/00,手

術用は A61D3/00,屠殺用は A22B1/00）  

B 通行を阻止するもの（牧柵は A01K3/00,ペ

ットサ－クルは A01K1/02）  

Z その他のもの  

17/00 除角具;矯角具  

19/00 離乳具  

21/00 交配補助または防止具  

23/00 ふん尿袋  

A 路上などから糞を取り上げる犬の糞取器  

E ・一方向からすくい上げるもの,例.スコッ

プ  

F ・・糞の収納部材を装着したもの  

G ・収納部に糞を掻き寄せる部材を備えるも

の

  

H ・・閉じる蓋の動作で糞を収納部に押し込
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む も の

  
J ・複数方向から糞を挟みまたはつかんで持

ち上げるもの  

K ・・両側の収納部で糞を包み込むもの

  

L ・・袋またはシ－トを介して手で糞をつか

むもの（さらに他の部材を介するものは

A01K23/00＠J）  

M ・糞取器で取り上げた糞を収納する容器  

N 路上などの糞尿を薬剤などで処理するため

の用具  

B 糞尿を直接受け取る携帯用糞尿受器,例.犬

用  

P ・底のない枠に袋を装着するもの  

Q ・・枠が開閉可能なもの  

R ・手に持たず地面に置いて用いるもの  

D 動物に装着する糞尿袋  

S ペット用おむつ  

Z その他のもの  

25/00 口輪  

27/00 曳き綱また首環,例.犬用  

A 首環  

B ハ－ネス  

C 曳き綱  

D ・巻取り手段を有するもの  

E 連結具  

F 光反射部材もしくは発光部材を有するもの  

Z その他のもの  

29/00 他の家畜用具  

A 行動や状態の監視  

B ・ペットを対象とするもの  

C 実験・測定関連の装置  

D ・家畜を対象とするもの  

E ・ペットを対象とするもの  

F 動物用装飾品  

G ペットが身に着けるバッグ  

H 他のペット用具  

Z その他のもの  

 

鳥類飼育;卵の検査,洗浄,検印,等級づけ  

 

31/00 鳥舎  

31/02 ・扉口装置;自動開扉装置  

31/04 ・糞受板;排泄物の排除用具  

A 養鶏用  

Z その他のもの  

31/06 ・篭  

31/07 ・・移動可能な篭（A01K31/08 が優先）[2]  

31/08 ・・組立篭  

31/10 ・扉;落し戸  

31/12 ・とまり木  

31/14 ・巣箱  

31/16 ・・家禽用産卵巣;集卵[2]  

31/17 ・・・巣箱,産卵小屋[2]  

31/18 ・ひよこ用小舎または小屋;ひな保育箱  

31/19 ・・ひな保育器[2]  

31/20 ・・加熱装置  

31/22 ・家禽飼育場  

31/24 ・ハト小屋;ハト用屋根裏部屋[2]  

33/00 抱き卵  

35/00 家禽または他の鳥類の標識付け  

37/00 鳥類の拘束,例.締翼具  

39/00 家禽または他の鳥類用給餌具または給水具

[2]  

39/01 ・給餌装置（A01K39/04 が優先）[2]  

A 養鶏用給餌装置  

B 養鶏用以外の給餌装置  

C 菜挿し器  

Z その他のもの  

39/012 ・・自動供給するもの[2]  

A 養鶏用自動給餌装置  

B ・樋に給餌するもの  

C ・・ホツパ－が移動するもの  

D 養鶏用以外の自動給餌装置  

E ・動力によつて給餌するもの  

Z その他のもの  

39/014 ・・給餌樋または給餌投与具[2]  

39/02 ・給水具（A01K39/04 が優先）[2]  

A 家禽により作動するもの  

Z その他のもの  

39/022 ・・重量で制御される供給具をもつもの[2]  

39/024 ・・浮子により制御される供給具をもつも

の[2]  

39/026 ・・結合された貯水槽により水位を一定レ

ベルに保たせるもの[2]  

39/04 ・給餌器および給水器の結合したもの  

39/06 ・強制肥育用具  

41/00 家禽用孵卵器  

41/02 ・加熱装置  

41/04 ・孵卵器の湿度制御  

41/06 ・孵卵器の卵回転装置  

43/00 卵の検査,選別または洗浄（卵の調査または

分析,例.照明によるもの G01N33/08）  

43/04 ・卵の等級付け  

43/06 ・・大きさによるもの  
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43/08 ・・重さによるもの  

43/10 ・・等級付けおよび検印  

45/00 他の鳥類飼育具,例.鳥が卵を産もうとして

いるかどうかの判定装置  

A 産卵の検出,産卵の計数等  

B 嘴等の除去  

C 他に分類されない,小鳥,鳩用飼育具  

Z その他のもの〔家禽用飼育具〕  

 

蜜蜂  

 

47/00 蜜蜂の巣箱  

47/02 ・巣枠の構成と配列  

47/04 ・人工巣窩  

47/06 ・蜂巣の他の細部,例.換気具,巣口,防護物,

隔壁または蜜蜂の避難設備  

49/00 飼育箱;女王蜂輸送用または案内用かご  

51/00 巣箱または部品取扱い用具,例.洗浄または

消毒用  

53/00 蜜蜂用給餌または給水用具  

55/00 蜜蜂くん煙器;養蜂者の用具,例.覆面  

57/00 分蜂の補助,防止,または捕獲用具;雄蜂捕

獲具  

59/00 蜂蜜の採集  

59/02 ・蜜蓋剥離具  

59/04 ・蜂蜜濾器  

59/06 ・蜜蝋抽出用具  

 

養魚;アクアリュウム;テラリュウム  

 

61/00 水棲動物の養殖（生魚容器,例.アクアリュ

ウム A01K63/00）[2017.01]  

301 ・サンゴ  

302 ・深海水の揚水,湧昇装置  

61/10 ・魚[2017.01]  

61/13 ・・魚病の予防または治療[2017.01]  

61/17 ・・孵化,例.孵卵器[2017.01]  

61/20 ・動物プランクトン,例.ミジンコまたはワ

ムシ[2017.01]  

61/30 ・海綿,ウニまたはナマコ[2017.01]  

61/40 ・環形動物,例.ゴカイまたはイソメ

[2017.01]  

61/50 ・貝類（A01K61/30,A01K61/40 が優先）

[2017.01]  

61/51 ・・巻き貝,例.アワビまたはサザエ

[2017.01]  

61/53 ・・・そのための篭[2017.01]  

61/54 ・・二枚貝,例.カキまたはイガイ[2017.01]  

61/55 ・・・そのための篭[2017.01]  

61/56 ・・・真珠生産のためのもの[2017.01]  

311 ・・・・養殖篭  

61/57 ・・・・真珠核[2017.01]  

61/59 ・・甲殻類,例.ロブスタ－またはエビ

[2017.01]  

61/60 ・浮遊式養殖装置,例.筏または浮遊式養魚

場[2017.01]  

321 ・・生簀  

322 ・・養魚場,例.入江や内湾を網で仕切った

もの  

323 ・・養殖装置の筏,フロ－ト  

324 ・・そのための清掃装置  

61/65 ・・そのための連結または係留装置

[2017.01]  

61/70 ・人工魚礁または人工礁[2017.01]  

61/72 ・・タイヤで作られたもの[2017.01]  

61/73 ・・組立型（A01K61/72 が優先）[2017.01]  

61/75 ・・浮遊型（A01K61/72 が優先）[2017.01]  

61/77 ・・一体成型,例.ブロック[2017.01]  

61/78 ・・沈設または係留するための装置

[2017.01]  

61/80 ・給餌装置[2017.01]  

61/85 ・・水槽での使用のためのもの[2017.01]  

61/90 ・生きている水棲動物の選別,等級付け,計

数またはマ－キング,例.性別判定

[2017.01]  

61/95 ・・特に魚に適合したもの[2017.01]  

63/00 生魚容器,例.アクアリュウム（捕獲魚を保

存するための網ビクまたは他の容器

A01K97/20）;テラリュウム[2017.01]  

A 観賞魚用水槽,例.金魚鉢  

F ・水槽の組立  

B ・水槽の付属具  

C 養魚池,養魚槽  

H テラリュウム類  

Z その他のもの  

63/02 ・生魚輸送のために特に適合した容器  

A 活魚輸送  

Z その他のもの  

63/04 ・生魚容器に特に適合した水処理のための

装置[3]  

A 濾過  

B ・簡易濾過器  

C 曝気  

D ・ポンプ及びその取付装置  

E ・空気の浄化  

F 濾過または曝気を除く水の浄化  

Z その他のもの  

63/06 ・生魚容器の中にある,または取り付けられ

た,加熱または照明装置[3]  

A 生魚容器の温度調節  

B ・養魚池,養魚槽の温度調節  

C 生魚容器の照明装置  

Z その他のもの  

63/10 ・池または容器の底や壁の清掃[2017.01]  
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65/00 魚刺具  

67/00 他に分類されない動物の飼育または繁殖;

新規な又は改変された動物[2006.01]  

E 交配や遺伝子組換えによらないモデル動物

の作出  

F ペットに関するもの（A01K1/00-29/00優先）  

Z その他のもの  

注 

このグル－プにおいては,下記の用語は以下に示す意味で用い

る:  

注 

―“繁殖”は動物を増やすことおよびその出産または孵化を含

むことを意味する。[5]  

67/02 ・脊椎動物の繁殖  

67/027 ・新規な又は改変された脊椎動物[2024.01]  

67/0271 ・・キメラ脊椎動物,例.外因性細胞を含む

もの[2024.01]  

67/0273 ・・クロ－ン脊椎動物[2024.01]  

67/0275 ・・遺伝子組換え脊椎動物,例.トランスジ

ェニック動物[2024.01]  

67/0276 ・・・ノックアウト脊椎動物[2024.01]  

67/0278 ・・・ノックイン脊椎動物,例.ヒト化脊椎

動物[2024.01]  

67/033 ・無脊椎動物の飼育又は繁殖;新規な無脊椎

動物[5]  

501 ・・無脊椎動物の育種、無脊椎動物の新種  

502 ・・昆虫の飼育（蚕は 67/04）  

503 ・・ミミズの飼育  

67/04 ・・蚕[5]  

A 蚕病の防除  

B ・防除器具,消毒器具  

C ・蚕病の検査  

Z その他のもの  

301 ・・・催青,ふ化  

302 ・・・育蚕  

302 A蚕室  

302 B蚕の飼育方法  

302 Zその他  

303 ・・・・蚕具  

303 A掃き立て  

303 B蚕座  

303 C・蚕座紙  

303 D・蚕莚  

303 E・蚕座移動具  

303 F・蚕座の支持〔給桑除沙時に蚕座を乗せる

台〕  

303 G蚕架  

303 H・蚕座回転式〔手動〕  

303 J・蚕座上下移動式〔手動〕  

303 K・蚕座駆動装置を有するもの,自動飼育装置  

303 L給桑飼育台  

303 M特定の飼育法に用いる蚕具  

303 N・無菌飼育  

303 P・人工飼料育  

303 Q・条桑育（蚕座,蚕架はA01K67/04,303＠B-K〕  

303 R・容器又は保温室での稚蚕飼育  

303 S・・稚蚕飼育用紙帳  

303 T・・箱飼い  

303 U・湿布育  

303 V・防乾紙育  

303 W・活桑育  

303 X・桑園育  

303 Zその他のもの  

304 ・・・・・給桑,給餌  

304 A給桑  

304 B桑の調整（採取→A01D,貯蔵→A01F）  

304 C・桑の乾燥  

304 D人工飼料の給餌  

304 Zその他  

305 ・・・・・除沙  

305 A蚕網  

305 B除沙器〔蚕網取器〕  

305 Zその他のもの  

306 ・・・営繭  

306 A熟蚕の取扱い  

306 B・熟蚕の分離,例.条払機  

306 C上蔟  

306 D・同功繭防止  

306 E・熟蚕のふん尿取り  

306 F・蔟への蚕入器  

306 G・自然上蔟  

306 H・平面上蔟  

306 J・特殊繭〔き形繭〕上蔟  

306 Zその他のもの  

307 ・・・・蔟  

307 A形状に特徴のあるもの  

307 B・折りわら蔟〔島田蔟〕  

307 C・むかで蔟  

307 D・網蔟〔通称改良蔟〕  

307 E・格子型蔟〔はち巣型蔟〕  

307 Q・平行蔟,杆,板,紐を平行に配列した蔟  

307 F蔟の製造  

307 G・折りわら蔟  

307 H・むかで蔟  

307 J・網蔟〔蔟用簀の製造を含む〕  

307 K・格子型蔟  

307 L蔟の支持固定〔蔟の形状を支持するもの,

例.整蔟器〕  

307 M・格子型蔟用支持枠  

307 N・・支持枠吊金具  

307 P・整蔟器の製造  

307 Zその他のもの  

308 ・・・・蔟の毛羽取り  

309 ・・・収繭  
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310 ・・・・繭かき  

311 ・・・・繭の毛羽取り  

312 ・・・採種  

312 A雌雄の鑑別  

312 B雌雄の分離  

312 C・蚕が  

312 D種繭  

312 E・種繭の切開  

312 F蚕が  

312 G・蚕がの収容  

312 H産卵  

312 J・産卵台紙  

312 K・産卵袋,容器  

312 L・産卵が框  

312 M・・が框掃除器  

312 N蚕種  

312 P・蚕種の洗条,脱水,乾燥  

312 Q・蚕種の選別  

312 R・蚕種の散布  

312 S・蚕種容器  

312 Zその他のもの  

 

漁撈  

 

69/00 漁撈用の定置式捕獲具  

69/02 ・わなを用いない定置網  

69/04 ・わなを用いる定置網  

69/06 ・わな  

A たこつぼ〔たこに特定される捕獲具〕  

Z その他のもの  

69/08 ・・折りたためないわな,例.えび捕りかご  

69/10 ・・折りたたみ式わな  

71/00 漁撈用の流し網  

73/00 漁撈用の引き網  

73/02 ・トロ－ル網  

73/04 ・・拡張または位置ぎめのための装置,例.

その制御[2]  

73/045 ・・・横方向に展開させるための装置,例.

トロ－ルボ－ド[2]  

73/05 ・・・垂直方向に展開させるための装置[2]  

73/053 ・・・グラウンドロ－プ用ロ－ラ[4]  

73/06 ・・浮き網のたぐり用具  

A ガイドロ－ラ－  

Z その他のもの  

73/10 ・・漁獲量の測定,例.綱を引き寄せたりま

たは綱を探ぐることによるもの  

73/12 ・水中に垂直に張った網,例.セイン  

74/00 他の漁撈用の捕獲網またはその類似物[2]  

A 刺網  

Z その他のもの  

75/00 漁撈用の網の付属品;漁撈用の網の細部、例.

構造[4]  

A 網地〔例,網目の大きさを特定〕  

B ・保存,処理,防腐,染色  

C ・網糸〔防汚のためのコ－テイングは,Bと,C

を付与〕〔D セクシヨンと関連〕〔養殖魚

網であれば,63/00 も付与〕  

D ・網目,結節〔魚網と限定しているもののみ〕

〔D セクシヨンが主体〕  

E ・網仕立装置〔網端のほつれ防止〕〔修理を

含む〕  

F ・連結具,撚戻具  

G 網  

H 網の洗浄〔清潔にすることも含む〕  

J 網の計測,監視  

K 魚探  

L プランクトンネツト  

M 投網装置・網捌装置  

N 金網の漁網  

Z その他のもの  

75/02 ・網用照明具  

75/04 ・浮子[4]  

A 浮子網〔浮子が一体的に接着しているもの〕  

Z その他のもの  

75/06 ・沈子[4]  

A 沈子網  

Z その他のもの〔定置網アンカ－〕  

77/00 漁撈用の陸揚網;漁撈用の陸揚げすくい具  

A たもあみ  

Z その他のもの  

79/00 グル－プ A01K69/00-A01K77/00 に属さない

その他の多量漁獲法または用具  

C いか釣機  

D ・いか釣機の制御  

E ラインホ－ラ－  

F 自動魚釣機  

G 吸引漁機,例.フィッシュポンプ漁（B66 と

関連）  

H 光を利用した集漁及びおどし,例.集漁灯  

J 電気,音などによる集漁及びおどし  

Z その他のもの  

79/02 ・感電死による  

80/00 かき,貝,海綿またはその類似物の採取[3]  

81/00 発射体を用いた漁撈（やす以外の武器,発射

体 F41,F42）  

81/04 ・やす  

81/06 ・ 水 面 下 の 捕 獲 用 具 （ 水 泳 用 具

A63B31/00-A63B35/00）  

 

魚釣り  

 

83/00 釣針  

A 釣糸係止部に特徴を有するもの  

Z その他  
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83/02 ・拡開する釣針の構造  

83/04 ・特別な捕捉腕を有するもの  

83/06 ・釣針に餌を保持する用具  

85/00 漁撈用の疑似餌  

A 釣針本体または釣針周囲に取りつけられる

もの  

B ・ツノ,カグラまたはルア－ヘツド  

C ・ビニ－ルベイト  

G 生餌に極似した形状または色彩を有するも

の  

J 組成に特徴のあるもの（誘引物質の放出を

目的とするもの A01K85/01D）  

K 生餌を保持するもの  

L 蛸釣用  

R 機械的な推進を有するもの  

Z その他のもの,例.表面飾餌  

301 ・烏賊釣針  

301 A烏賊釣用餌木  

301 B生餌を取り付けるもの  

301 Zその他のもの  

85/01 ・発光器,発音器,臭気散布器または類似物

を有するもの[2,5]  

A 発光器を有するもの  

B 発音器を有するもの  

C 誘引物質を放出するもの  

D ・誘引物質を含む組成物で形成されたもの  

Z その他のもの  

85/02 ・針を隠しまたは保護する手段を有するも

の,例.雑草とのもつれを防ぐためのもの

[5]  

85/08 ・フライ;毛鉤[5]  

85/10 ・胴体の縦軸と事実上完全に一致しない回

転軸をもつすくなくとも 1 つの平坦な回

転体を有するもの[5]  

85/12 ・縦軸の回りに回転する胴体からなるもの,

例.デボン[5]  

85/14 ・平坦なまたは事実上平坦な波状に動く胴

体を有するもの,例.スプ－ン[5]  

85/16 ・平坦なまたは事実上平坦な形状以外の波

状に動く胴体を有するもの,例.プラグ

[5]  

85/18 ・・2 つ以上の部片からなるもの[5]  

87/00 釣竿  

610 ・竿の種類  

610 A振り出し竿  

610 B中通し竿  

610 Zその他のもの,例.延べ竿または並継ぎ竿  

620 ・構造に特徴を有するもの  

620 A穂先部  

620 B・回転可能なもの  

620 G竿管内に特徴を有するもの  

620 H中通し竿における釣糸の竿管内への導入口  

620 Zその他のもの  

630 ・素材または製造方法に特徴を有するもの  

630 AFRP 製釣竿  

630 C竿の特定の部分の素材または製造方法  

630 E・リ－ル載置部  

630 N表面処理または模様付け  

630 P・継ぎ合わせ目印を有するもの  

630 Zその他のもの  

640 ・竿の付属具  

640 A照明具または発光体  

640 Bフ－ドカバ－  

640 C栓  

640 D釣糸または針を保持するもの  

640 Zその他のもの  

87/02 ・竿の接続具  

A 竿の長さを調節可能としたもの  

Z その他のもの  

87/04 ・竿上の釣糸案内  

A 回転ロ－ラ－を有するもの  

B 折り畳,回転,昇降自在なもの  

C 一部開放式のもの  

D トップガイド  

E 装着筒に特徴を有するもの  

Z その他のもの  

87/06 ・竿上にリ－ルを固定する用具  

A スライディング・バンド・リ－ルシ－ト,

例.プレ－ト型  

B スクリュ－・ロック・リ－ルシ－ト,例.パ

イプ型  

C ハンドルに一体形成のもの  

Z その他のもの  

87/08 ・握柄[5]  

A 構造に特徴を有するもの  

B ・リ－ルシ－トと関連を有するもの  

C 素材または製造方法に特徴を有するもの

（A01K87/00,630E が優先）  

Z その他のもの  

89/00 漁撈用のリ－ル  

B 特殊リ－ル  

C 釣竿と一体化したリ－ル  

Z その他のもの  

89/01 ・ピックアップを有するもの,すなわち通常

の釣糸巻き取り中回転する案内部および

固定されているスプ－ルを有するもの

（A01K89/027 が優先）[2,5]  

A 本体構造  

B スプ－ル  

C ベ－ルア－ム・キツク  

D ハンドル  

E 駆動機構  

F ・逆転止め・鳴き爪  

G ・オシレ－テイング機構  

H 釣糸止め  

Z その他のもの  
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101 ・・原動機で駆動されないクロズドフエイ

スタイプのもの  

101 A本体構造  

101 Bスプ－ル  

101 Cピツクアツプ  

101 Dハンドル  

101 E駆動機構  

101 F・オシレ－テイング機構  

101 Zその他のもの  

89/012 ・・原動機で駆動されるもの[2]  

89/015 ・回転ドラムを有するもの（A01K89/033 が

優先）[2,5]  

A 両軸受型リ－ル  

B ・本体構造  

C ・スプ－ル  

D ・ハンドル  

E ・駆動機構  

F ・・クラツチ機構  

G ・・逆転止め・鳴き爪  

H ・レベルワインド機構  

J 片軸受型リ－ル  

K ・本体構造  

L ・スプ－ル  

M ・逆転止め・鳴き爪  

N ・釣糸止め  

Z その他のもの  

89/0155 ・・バックラッシュ防止機構[5]  

89/016 ・・フライリ－ル[5]  

89/0165 ・・トロ－リング用[5]  

89/017 ・・原動機で駆動されるもの[2]  

89/02 ・リ－ルの制動具  

A ドラグ機構  

Z その他のもの  

89/027 ・・ピックアップを有するもの[5]  

501 ・・・オ－プンフエイス型リ－ル用ドラグ

機構  

511 ・・・クロズドフエイス型リ－ル用ドラグ

機構  

89/033 ・・回転ドラムを有するもの[5]  

501 ・・・両軸受型リ－ル用ドラグ機構  

511 ・・・片軸受型リ－ル用ドラグ機構  

89/06 ・リバ－シブルリ－ル[5]  

89/08 ・竿を用いない魚釣り具,すなわち手持ちリ

－ル[5]  

91/00 釣糸  

A テグス製造装置  

B 形状,機能に特徴のあるもの,例.着色した

もの（A01K91/00C-A01K91/00H に優先）  

C ・長さ表示用識別部を有するもの,例.一定

長ごとに着色部磁性体等を設けたもの  

F 組成または編成,例.材質,編組,積層構造,

に特徴にあるもの（布帛製品の洗たく,

乾燥,アイロンかけ,プレスまたは折り畳

み D06F）  

G ・導光性,導電性のもの  

H ・発光処理をしたもの,例.釣糸表面から発

光するもの  

Z その他のもの  

91/02 ・釣糸を投げ込む装置  

A 釣竿振り込み時の釣糸放出タイミングの調

整  

Z その他のもの,例.圧縮空気等により仕掛け

を遠方へ投げ込む装置等  

91/03 ・連結具（おもりを釣糸に固定するためま

たはおもりを釣糸から取り除くための用

具 A01K95/02）[5]  

K 釣糸上の止め具（浮子止めは A01K93/00,連

結具は A01K91/04）  

Z その他のもの  

91/04 ・・釣糸を釣針または疑似餌に結合するた

めのもの[5]  

A 釣糸と針の連結具  

E 釣糸と疑似餌の連結具  

Z その他のもの  

91/047 ・・釣糸を釣糸に結合するためのもの[5]  

B 釣糸の連結具  

C ・ヨリモドシ（漁携用は A01K75/00）  

Z その他のもの  

91/053 ・・テンビン,すなわちハリスを張り出す連

結具,例.それらのもつれを避けるための

もの[5]  

91/06 ・他に分類されない釣糸上の装置,例.自動

あわせ装置[2,5]  

B 特定の釣りに適した仕掛け,例.釣糸上の装

置でありかつ水中にあるもの,釣糸上の

複数の釣具の配置または組み合わせ,ま

たはさびき仕掛け  

C ・鮎友釣仕掛け  

E ・吸込仕掛け,例.だんご状餌に多数の針を

埋め込んだ仕掛け  

F ・烏賊釣用山手  

G 釣糸の長さ調整具,糸切れ防止用緩衝具  

H 釣用目印,例.糸の引きを見易くするもの  

J 根がかり防止具（錘と一体となったものは

A01K95/00）  

Z その他のもの,例.釣糸上の装置で水面上に

あるもの  

91/08 ・・トロ－リング用具[5]  

91/10 ・・自動あわせ装置[5]  

91/12 ・フライライン[5]  

91/14 ・ハリス[5]  

91/16 ・・フライフィッシング用[5]  

91/18 ・流し釣の釣糸,延縄;そのための付属用具,

例.餌をつける用具,持ち上げるものまた

は設置されているリ－ラ－[5]  

A 延縄;延縄エサ付け装置  
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B ・延縄の枝縄,例.枝縄巻き上げ装置など  

K ・延縄の連結部,連結具,例.連結及び切断装

置など  

L ・延縄の収納具または整理具,例.ラインワ

インダ,枝縄または幹縄のからみ防止  

Z その他  

91/20 ・釣糸の長さまたは深さの測定用具[5]  

93/00 信号用具付または信号用具なしの釣用浮子

[4,5]  

A 電気的発光手段を有するもの,すなわち一

般的に電気浮子と呼ばれている浮子の中

で信号装置のないもの  

B 化学発光体または蛍光体光反射体を有する

もの  

C 釣糸取付に特徴を有するもの  

D 自動あわせ作用をするもの  

E 浮力の調整可能なもの  

F 撒餌,釣餌または仕掛け収容部を有するも

の  

G 推進装置を有するもの  

H 浮子止め具  

Z その他のもの,例.釣用浮子の形状,材質ま

たは構造  

93/02 ・信号用具を有するもの[5]  

A 電気的信号手段を有するもの  

B ・発信手段を有するもの  

C 魚の引きにより反転するもの,例.寝浮子  

Z その他のもの  

95/00 釣用のおもり[4]  

A テンビンおもり〔おもりがテンビンと一体

のもの〕  

B 根がかり防止装置を有するもの  

C 重量調節可能なもの  

D 発光装置を有するもの  

E 撒餌,釣餌,仕掛け収容部を有するもの  

Z その他〔釣用おもりの形状,材質,その他の

構造〕  

95/02 ・おもりを釣糸に固定するためまたはおも

りを釣糸から取り除くための用具[5]  

97/00 釣り用付属具（魚刺具 A01K65/00;漁撈用の

陸揚網または陸揚げすくい具A01K77/00）  

E 仕掛けを遠隔地へ運搬する器具  

F 竿に付属する自動あわせ装置  

H 釣糸,ワイヤ－を釣針に結着するための器

具〔針結び器〕  

K ・釣元ワイヤ－を補強する用具  

L 仕掛け整理具〔投入時のもつれを防止する

ためのもの〕〔船縁に取り付け,投入時仕

掛けを保持するもの。はえなわ用

は,79/00L〕  

M 魚釣用工具〔釣用七つ道具,ペンチ等〕  

N 集魚のための装置〔疑似餌→A01K85/00,撒

餌器→A01K97/02〕〔独立した集魚装置の

他に,釣糸に取り付けたものも含む〕  

P 釣餌〔差し餌〕の脱落防止具〔釣針につけ

た餌の脱落防止具〕  

Z その他  

97/01 ・氷上釣り用のもの[2]  

97/02 ・撒餌をする用具,例.撒餌散布器  

A 撒餌容器  

B ・特定水深で撒餌するもの  

C ・・水中で反転するもの  

D ・・容器又は容器閉塞部材が水溶性のもの  

E だんご状又は固型状撒餌の支持具〔吸い込

み仕掛けは,91/06Eを合わせて付与する〕  

Z その他〔撒餌枸子,釣糸に取付けない撒餌散

布器〕  

97/04 ・餌箱;餌の調整[2]  

A 餌箱  

C ・生き餌用に特に適した容器〔水中で保存

される生き餌用→97/05〕〔幼虫等の容器〕  

B 餌の調製〔餌自体を含む,A23K1/18102C,Z

参照〕  

E 餌の調整用具  

Z その他〔餌箱の支持具〕  

97/05 ・・水中で保存される生き餌用の容器,例.

ミノ－または小エビ用[5]  

97/06 ・釣針,釣糸,おもり,フライまたは類似物用

の容器または保持具[5]  

501 ・・釣針容器または保持具（釣針,擬餌針,

仕掛け用のもの）  

502 ・・釣糸容器、糸巻  

97/08 ・竿容器  

97/10 ・竿保持具  

A 船縁に取り付けるもの  

B 身体に取り付けるもの  

C 箱体に取り付けるもの  

Z その他のもの〔磯,地面に接地されるもの

等〕  

97/11 ・・自動あわせ装置を有するもの[5]  

97/12 ・信号用具,例.チップ―アップ用具

（A01K91/06 が優先）[2]  

A 釣鈴  

B 竿先ライト  

Z その他〔魚信により電気信号を発するもの

等〕  

97/14 ・魚かぎ  

97/16 ・釣糸乾燥具  

97/18 ・魚から釣針を取り除くためのもの[5]  

97/20 ・捕獲魚を保存するための網ビクまたは他

の容器（A01K97/05 が優先）[5]  

501 ・・釣魚運搬用箱（例.釣用保冷箱）（釣用

ク－ラ－,フイツシユバツク）  

97/22 ・魚釣り用に特に適する台または座席箱,

例.座席として用いられる釣り道具箱[5]  

A 座席として用いられる箱  
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B 椅子  

C 魚釣台  

Z その他  

97/24 ・障害物から釣針をはずすための装置[5]  

97/26 ・フライを結ぶ用具[5]  

97/28 ・・そのために特に適する万力[5]  

                                             

 

99/00 グル－プ A01K69/00-A01K97/00 に分類され

ない漁業のための方法または装置[8]  

 


